
　

生
活
様
式
の
多
様
化
に
対
応
す

る
た
め
、
市
税
な
ど
を
従
来
の
金

融
機
関
に
加
え
て
、
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア(

以
下
、「
コ
ン
ビ
ニ
」)

で
も
４
月
か
ら
納
付
で
き
ま
す
。　

　
コ
ン
ビ
ニ
で
市
税
な
ど
を
納

付
す
る
と
き
、
今
ま
で
の
納
付

書
（
冊
子
に
つ
づ
っ
た
状
態
の

も
の
）
は
、
使
え
ま
せ
ん
。

　
コ
ン
ビ
ニ
で
も
納
付
で
き
る

納
付
書
は
、
４
月
以
降
に
１
年

分
を
ま
と
め
て
郵
送
し
ま
す
。

コ
ン
ビ
ニ
で
納
付
す
る

と
き
、
今
ま
で
の
納
付

書
は
使
え
る
の
？

○一枚あたりの金額が、30 万円を超える納付書

○バーコードが印字されていない納付書

○使用期限が過ぎた納付書

○金額が訂正されている納付書

※市営住宅の住宅使用料と駐車場使用料のコンビニ納付は ､平成 27 年度から開始予定です。

コンビニで納付できる税金や各種料金
税目・各種料金 収納担当

税金

市道民税 (個人 )

納税課納税係　　　　　　　(24) ０１６９固定資産税・都市計画税

軽自動車税

各種料金

国民健康保険料 国民健康保険課国保収納係　(24) ０２８７

介護保険料 高齢者支援課介護保険係　　(24) ０２９７

後期高齢者医療保険料 高齢医療課高齢医療係　　　(24) ０２８９

保育所保護者負担金

保育課保育係　　　　　　　(24) ０３４０へき地保育所保護者負担金

学童クラブ保護者負担金

次のような納付書では ､コンビニ納付ができません

コンビニ納付用の納付書

コンビニ納付の あれこれ

　手数料は､かかりません。
　納付書に記載している
金額のみを納付してくだ
さい。

　コンビニで納付した
ときは、手数料がかか
りますか？

Ｑ１

　コンビニで納付される
と、納付１件につき約 60
円の手数料を、市が負担
することになります。
　金融機関で納付され
ると ､市が負担する手数
料はありません。
　どちらでも納付が可
能であれば、金融機関で
の納付をお願いします。

　コンビニと金融機関
がそれぞれ近くにあり
ます。どちらで納付す
ればよいでしょうか？

Ｑ２

　本来、納付いただく
期の税金や各種料金が
未納となってしまいま
す。未納となった期に
ついては、延滞金が発
生しますので、納付す
る順番には十分注意し
てください。
　納付する順番を間違っ
たときは、各担当課へご
連絡ください。

　納付書がつづられて
いない状態で届くという
ことですが、納付する順
番を間違えたときは、ど
うすればよいですか？

Ｑ３

Ａ１ Ａ２ Ａ３

ピッ！

　
コ
ン
ビ
ニ
で
も
使
用
で
き
る

納
付
書
に
は
、
バ
ー
コ
ー
ド
を

印
字
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
納
付
書
は
、
一
枚
ご
と

（
つ
づ
っ
て
い
な
い
状
態
）
の
単

票
に
な
り
ま
す
の
で
、
記
載
し
て

い
る
納
期
限
を
よ
く
確
認
し
て
か

ら
、
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
コ
ン
ビ
ニ
で
納
付
で
き
る
税

金
や
各
種
料
金
は
、
平
成
26
年

度
以
降
の
も
の
で
す
。

　
コ
ン
ビ
ニ
で
納
付
い
た
だ
い

た
と
き
は
、
領
収
印
が
押
印
さ

れ
た
領
収
証
書
と
併
せ
て
、
収

納
情
報
を
示
す
レ
シ
ー
ト
を
レ

ジ
で
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

コ
ン
ビ
ニ
で
も
使
え
る
納

付
書
は
ど
ん
な
も
の
？

市
税
な
ど
が
、
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

納
付
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

焦点
ＦＯＣＵＳ

総務部
納税課納税係

(24)０１６９

記事の詳細

※納付書の裏面には、利用可能な
全てのコンビニを記載しています。

セブンイレブン ､ ローソン ､ ファミ
リーマート ､ サークルK､ サンクス ､
セイコーマート ､ スパー

利用可能なコンビニの例

見　本
　

土
日
祝
日
や
夜
間
を
問
わ
ず
、
市

税
や
介
護
保
険
料
、
保
育
所
保
護
者

負
担
金
な
ど
を
納
付
で
き
ま
す
。

　

昼
間
忙
し
く
て
、
時
間
が
取
れ

な
い
方
な
ど
に
と
て
も
便
利
で
す
。
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